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          欧州連合（ＥＵ）概要 
２ ０ ０ ６ 年 ９ 月 

通商政策局欧州課 

 

ＥＵ（European Union）は、経済的統合を中心に発展してきた欧州共同体（ＥＣ）を基

礎に、経済通貨統合、共通外交安全保障政策、司法・内務協力等のより幅広い協力をも目

指す政治・経済統合体。国家主権の一部の委譲を前提に、域外に対する統一的通商政策を

実施する世界最大の単一市場を形成し、政治的にも一つの声で発言する等、いわば国家に

準ずる存在。 

 

１．一般事項  
（１）加盟国：２５か国 
   オーストリア、ベルギー、デンマーク、 

スペイン、フィンランド、フランス、ドイツ、 

ギリシャ、アイルランド、イタリア、ルクセン 

ブルク、オランダ、ポルトガル、スウェーデン、 

英国、チェコ、エストニア、ハンガリー、ラト 

ビア、リトアニア、ポーランド、スロバキア、 

スロベニア、キプロス、マルタ 

  ※下線は 2004.5.1 新規加盟国 

 

（２）総人口： ４．５５億人 

（日本の約３．６倍） 

総面積： ３９８．２万ｋ㎡（日本の約１０倍） 
 

（３）ＧＤＰ： １２兆７，０９４億ドル（2005 年:EU25 か国合計、世銀）  

 

（４）設 立： 1993 年 11 月 1 日（これまでのＥＣ欧州共同体から、EU 欧州連合へ） 

        1952 年のＥＣＳＣ（欧州石炭鉄鋼共同体）設立以降、順次拡大 

 

（５）基本条約： 欧州連合条約（マーストリヒト条約：1993 年 11 月発効） 

  改訂条約： アムステルダム条約（1999 年５月発効） 

ニース条約（2003 年２月発効） 
 

（６）公用語：２０言語 
（スペイン語、デンマーク語、ドイツ語、ギリシャ語、英語、フランス語、イタリア語、オランダ語、ポルトガル

語、フィンランド語、スウェーデン語、チェコ語、エストニア語、ハンガリー語、ラトビア語、リトアニア語、

ポーランド語、スロバキア語、スロベニア語、マルタ語） 

 

（７）EU の３つの柱：（93 年マーストリヒト条約発効により 3 つの柱が設置、99 年のアムステルダム

条約により第二、第三の柱が強化された） 

①欧州共同体（ＥＣ：European Communities）（下記３共同体で構成） 
(a)＜1952 年発足＞欧州石炭鉄鋼共同体（ECSC）←２００２年７月２３日で消滅 

(b)＜1958 年発足＞欧州経済共同体（EEC）→93 年ＥＣ（European Community）に改称 

  (c)＜1958 年発足＞欧州原子力共同体（EURATOM） 

  経済通貨統合：1986 年に採択された「単一欧州議定書（SEA）」の下で、ヒト、モノ、サ

ービス・資本の移動を自由化する「単一欧州市場」を完成。1999 年統一通貨ユーロ導入。2002

年ユーロ紙幣・硬貨の流通。 
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②共通外交・安全保障政策(CFSP: Common Foreign and Security Policy)  

③司法・内務協力 

 

（８）拡大を続けるＥＵ 

２００５年 ４月 ブルガリア、ルーマニアＥＵ加盟条約調印 

２００５年１０月 トルコ・クロアチア加盟交渉開始 

２００５年１２月 マケドニアに対し加盟候補国の地位を付与 

２００７年 １月（予定※）２５ヶ国から２７ヶ国へ（ブルガリア、ルーマニア加盟の見込） 

 ※２００６年１０月に最終決定の予定 

２．政治体制   
（１）欧州連合の主要組織等 

欧州連合は、次の諸機関等を骨格としてその目的と機能を遂行。 

 ① 欧州理事会：ＥＵの最高意志決定機関。加盟国の首脳レベルで構成。半年に２回開催。

ＥＵサミットと通称されている。議長国は半年ごとの輪番制。（European 

Council） 

     ※議長国一覧 

 前半 後半 

2006 オーストリア フィンランド 

2007 ドイツ ポルトガル 

2008 スロベニア フランス 

2009 チェコ スウェーデン 

2010 スペイン ベルギー 

 

② 閣僚理事会：ＥＵの主たる意思決定機関。政策分野毎に加盟国の閣僚レベルで構成 

（例：総務・対外関係理事会、経済財政理事会、競争力理事会、 

農業理事会、環境理事会等）(Council of the EU) 

③ 欧州委員会：委員長１名、副委員長５名を含む加盟各国より１名ずつ選出された２５

名の委員により構成される欧州連合の行政機関。現体制は、２００４年

１１月２２日に発足し、任期は２００９年１０月３１日まで。事務局は

３６部局からなり、そのうち主たるものは総局と呼称。 

※委員長：ジョゼ・マヌエル・ドゥラン・バローゾ 

（ポルトガル元首相（中道右派政党、４８歳）） 

(1)政策、法（規則・指令等）案を閣僚理事会に提案（経済分野が中心）、 

(2)ＥＵ法規の適用を監督 

(3)理事会決定を執行。 

④ 欧州議会：予算権限、立法権限、立法発議請求権、行政府の統制、欧州委員長及び委

員承認等の機能を有する。各国を一つ選挙区とする直接選挙（選挙方式は

各国毎に異なる）により選出された７３２名で構成（２００４年６月選挙：

任期５年）。 

⑤ 欧州司法裁判所：ＥＵ法体系の解釈を行う欧州連合の司法機関。２５名の裁判官と８

名の法務官（いずれも任期６年）により構成。 
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（２）欧州憲法条約 

２００４年１０月に署名された欧州憲法条約は、仏・蘭の批准にかかる国民投票結果が

否決されたことを受け、２００５年６月の欧州理事会では欧州憲法条約の発効期限を延期

することにつき合意。本年６月の欧州委員会では、２００７年前期に憲法条約に関する議

論を評価する報告書を提出し、欧州理事会で検討し、遅くとも２００８年年後期に必要な

ステップがとられていなければならないとの理解を示した。 

 

３．経済事項  
（１）主要経済指標（2005 実績見込、2006 年以降は見通し：欧州委員会 2005 年秋の経済見通し） 

2005 2006 2007  

Euro圏 EU15 EU25 Euro圏 EU15 EU25 日本 米 Euro圏 EU15 EU25

実質GDP成長率 (％) 1.3 1.4 1.5 1.9 2.0 2.1 2.2 3.2 2.1 2.2 2.4

失業率（％） 8.6 7.9 8.7 8.4 7.7 8.5 4.2 5.0 8.1 7.4 8.1

インフレ率（％） 2.3 2.3 2.3 2.2 2.2 2.2 0.3 2.9 1.8 1.9 1.9
 

（２）貿 易 

 ①ＥＵの輸出額の推移（単位：１０億ユーロ、出典：Eurostat） 

 

②ＥＵの輸入額の推移（単位：１０億ユーロ、出典：Eurostat） 

 

③主要貿易品目（2004 年:ＥＵ25 か国、ユーロスタット） 
   輸出：自動車、電気機械、一般産業機械、医薬品、特殊機械 
   輸入：石油・石油製品、電気機械、事務機械、衣料品、輸送機械（自動車を除く） 
 

（３）ユーロ参加国（2006 年 5 月現在 12 か国） ※１ユーロ≒１４８．８４円 8/21 現在 

：ベルギー、ドイツ、ギリシャ、スペイン、フランス、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、

オランダ、オーストリア、ポルトガル、フィンランド 

 

スロベニアについては、ＥＵ経済財務相理事会（2006 年 7 月）において、2007 年 1 月ユ

ーロ参加が正式決定。 

 

 

 

 

 

 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 

域外輸出 857.8 895.8 903.6 882.9 968.3 1059.1 

 

米 237.6(28%) 

ス 72.4 (8%) 

日 45.5 (5%) 

ﾄﾙｺ 30.7 (4%) 

ﾉﾙｳｪ 26.3 (3%) 

米 244.9(27%) 

ｽｲｽ 76.4 (9%) 

日 45.5 (5%) 

露 31.4 (4%) 

中 30.6 (3%) 

米 247.0(27%)

ｽｲｽ 72.6 (8%)

日 43.4 (5%)

中 34.9 (4%)

露 34.3 (4%)

米 226.4(26%)

ｽｲｽ 71.2 (8%)

中 41.2 (5%)

日 40.9 (5%)

露 37.1 (4%)

米 234.2(24%) 

ス 75.0 (8%) 

中 48.1 (5%) 

露 45.7 (5%) 

日 43.2 (4%) 

米 250.2(24%)

ス 81.8 (8%)

露 56.3 (5%)

中 51.7 (5%)

日 43.6 (4%)

 2000 年 2001 年 2002 年 2003 年 2004 年 2005 年 

域外輸入 996.0 983.7 942.6 940.8 1029.6 1172.9 

 

米 205.6(21%) 

日 91.8 (9%) 

中 74.4 (7%) 

ｽｲｽ 62.3 (6%) 

露 60.9 (6%) 

米 202.5(21%) 

中 81.6 (8%) 

日 80.9 (8%) 

ｽｲｽ 63.4 (6%) 

露 63.0 (6%) 

米 181.8(19%)

中 89.6 (10%)

日 73.3 (8%)

露 61.9 (7%)

ｽｲｽ 61.4 (7%)

米 157.4(17%)

中 105.4(11%)

日 72.0 (8%)

露 67.8 (7%)

ｽｲｽ 58.8 (6%)

米 157.7(15%) 

中 127.0(12%) 

露 80.5 (8%) 

日 73.7 (7%) 

ｽｲｽ 61.5 (6%) 

米 162.8(13.9%)

中 157.8(13.5%)

露 106.6（9%)

日  72.8 (6%)

ﾉﾙｳｪｰ 67.0 (5%)



 4 

 

４．我が国との経済関係  
 （１）貿易実績（ＥＵ２５）（単位：10 億円）〔出所：財務省『日本貿易統計』〕 

イ．輸出        
 2001 2002 2003 2004 2005 

輸出総額 48,979 52,109 54,548 61,170 65,662 
（内訳）対米 

対EU 

対中 

対ASEAN 

14,711(30%) 

7,810(16%) 

3,764( 8%) 

6,592(13%) 

14,873(29%)

7,663(15%)

4,980(10%)

6,970(13%)

13,412(25%)

8,351(15%)

6,635(12%)

7,080(13%)

13,731(22%) 

9,462(15%) 

7,994(13%) 

7,893(13%) 

14,807(23%)

9,653(15%)

8,839(13%)

8,342(13%)

 

ロ．輸入        
 2001 2002 2003 2004 2005 

輸入総額 42,416 42,228 44,362 49,217 56,881 
（内訳）対中 

対ASEAN 

対米 

対EU 

7,027(17%) 

6,604(16%) 

7,671(18%) 

5,412(13%) 

7,728(18%)

6,465(15%)

7,237(17%)

5,482(13%)

8,731(20%)

6,780(15%)

6,825(15%)

5,670(13%)

10,199(21%) 

7,298(15%) 

6,763(14%) 

6,209(13%) 

11,967(21%)

8,004(14%)

7,071(12%)

6,467(11%)

 

（２）投資 （単位：億円)  〔出所:『本邦対外資産負債残高統計』財務省、日銀〕 

イ．我が国の対内直接投資残高（ストック）        

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
総額 47,130 57,821 66,321 93,693 96,099 100,983 

（内訳）米 

EU 

ASEAN 

中国 

19,101(41%) 

19,873(42%) 

384( 1%) 

96( 0%) 

16,255(28%)

27,241(47%)

535(1%)

96(0%)

24,275(37%)

29,835(45%)

359(1%)

95(0%)

42,666(46%)

36,422(39%)

659(1%)

96(0%)

39,164(41%) 

39,095(41%) 

1,240(1%) 

96(0%) 

42,147(42%)

39,958(40%)

1,558(2%)

93(0%)

 

ロ．我が国の対外直接投資残高（ストック）       

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
総額 254,252 319,933 395,551 364,776 359,324 385,808 

（内訳）米 

EU 

ASEAN 

中国 

120,898(48%) 

49,105(19%) 

23,968( 9%) 

7,493( 3%) 

151,923(47%)

62,960(20%)

28,720( 9%)

9,995( 3%)

184,914(47%)

90,347(23%)

37,328( 9%)

13,204( 3%)

162,571(45%)

84,192(23%)

35,781(10%)

14,812(0%)

148,897(41%) 

91,770(26%) 

34,268(10%) 

16,362( 5%) 

147,681(38%)

102,251(27%)

37,147(10%)

20,972( 5%)

 

（３）主要貿易品目(ＥＵ２５) 

     輸出：乗用車、無線・ＴＶ、事務機械部分品、自動車部品、パソコン 

       輸入：乗用車、医薬品、有機化学品、バッグ、豚肉、自動車部品 

  

(４) 投資動向 日・ＥＵとの投資においては、対内直接投資、対外直接投資ともに 

英、蘭、仏、白が多い。 
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５．その他  
日ＥＵ間の主な協力の枠組・条約等 

  ・日ＥＣ・ＭＲＡ（2001 年発効） 

  ・日ＥＣ独禁協定（2003 年発効） 

・日・欧州原子力共同体原子力協定（2006 年 2 月署名） 
我が国と欧州原子力共同体との間での原子力の平和的利用に関する協力のための新たな枠組み

を整備 

  ・日・ＥＣ税関相互支援協定 
関税法令違反の防止のための情報交換や、税関分野の貿易円滑化のための協力等を定めるもの 

・日・ＥＣ科学技術協定 
日・ＥＵ間の研究協力の枠組みを提供。現在調整の最終段階 

 

 

以 上 
 
 
 
 


